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船舶事故調査報告書 

 

                               令和８年３月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年１１月１３日 １０時２０分頃 

発生場所 兵庫県淡路市室津
む ろ つ

港西方沖 

 尾崎港西防波堤灯台から真方位３０４°１.３５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３０.７′ 東経１３４°５０.１′） 

事故の概要  漁船戎
えびす

丸は、北進中、また、プレジャーボートなぎさ丸は、船首

を東方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

なぎさ丸は、船長が負傷し、右舷船首部外板の破口等を生じ、ま

た、戎丸は、推進器翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  令和７年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 戎丸、６.８４トン 

   ＨＧ２－３６８８（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.００ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０８.９kＷ、昭和５５年１０月１３日 

   第２６０－４９６４０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート なぎさ丸、５トン未満 

   ２６０－４０１８８兵庫、個人所有 

   ６.１７ｍ（Lr）×１.９３ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４.４kＷ、平成１１年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年９月１０日 

    免許証交付日 令和４年５月２７日 

（令和１０年３月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１１月４日 

    免許証交付日 令和６年１月２２日 

       （令和１１年１１月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 推進器翼に曲損、プロペラガードの脱落、船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に破口、操舵区画及びオーニングの損壊、左舷側

ハンドレールに破損、機関に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好、気温 約 

２７℃ 

海象：波高 約０.２～０.３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、ひき縄漁を行う目的で、令和７

年１１月１３日１０時１０分頃、室津港西方沖約２.４Ｍ付近の漁場

に向けて、淡路市郡家
ぐ ん げ

港を出航した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 推定航行経路図 

 

 船長Ａは、港内は入出港船舶が多いので、見通しの良い操舵室後方

に置いた椅子（以下「操舵室外の操縦席」という。）に腰を掛け、舵

輪による手動操舵で操船に当たり、１０ノット（kn）以下の速力（対

地速力、以下同じ。）でＡ船を港口に向けて航行させた。 

 船長Ａは、Ａ船が港外に出たところ、風が冷たく感じたので、操舵

室に入り、操舵室内右舷側の操縦席に腰を掛けた。（写真１参照） 
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 船長Ａは、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を作動させ、ＧＰＳプ

ロッターに入力していた漁場の方向にＡ船の船首を向け、船首方を一

目見たところ、他船を視認しなかったので、約１９knの速力でＡ船を

北進させた。 

 Ａ船は、約１０kn以上の速力で船首が浮上して、船首方に見張りの

支障となる死角が生じ、１２～１３knの速力のときに最も船首が浮上

し、約１９knの速力では若干下がるものの停泊時よりも約５０～６０

cm船首が浮上した状態であった（船首浮上に至る速力と浮上の幅は船

長の体感による）。 

 船長Ａは、船首が浮上して死角が生じていることに気付いていた

が、北進開始前、死角が生じていない状態で船首方に他船を視認しな

かったので、航行の支障となる他船はいないと思い、船首を左右に 

振ったり、操舵室外の操縦席に移動して前方を確認したりするなどの

死角を解消する見張りを行わなかった。 

 船長Ａは、舵輪による手動操舵で操船に当たり、目視で周囲の見張

りを行いながら、漁場に向かっていたところ、１０時２０分頃、Ａ船

の船体に衝撃を感じたので、主機操縦レバーを中立の位置として周囲

を確認したところ、Ａ船の船尾方に損傷したＢ船が停船していた。 

 船長Ａは、Ａ船がＢ船に衝突してＢ船の船上を通過したと思い、Ａ

船を反転させてＢ船の右舷側に接舷し、船長Ｂに負傷がないことを確

認した後、Ｂ船が右舷側に傾いていたので、船長ＢをＡ船に移乗させ

た。 

 船長Ａは、所属する漁業協同組合（以下「漁協」という。）の職員

に携帯電話で本事故の発生を知らせるとともに、海上保安庁への通報

を依頼した。連絡を受けた漁協の職員は、１１８番通報を行った。 

 船長Ａは、Ａ船の損傷状況を確認したところ、自力航行が可能で 

あったので、Ｂ船をえい
．．

航して郡家港に戻ることとした。船長Ａは、

自身の親族２人に連絡して支援を要請し、親族が操船する僚船２隻が

写真１ Ａ船（左舷側） 
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現場に来援した。 

 船長Ａは、僚船２隻の船長と共にＢ船のえい
．．

航準備を行った後、郡

家港に向け、Ａ船がＢ船のえい
．．

航を、僚船２隻が伴走を開始し、間も

なくして巡視艇も来援して伴走に加わった。 

 船長Ａは、えい
．．

航を開始してしばらくした頃、船長Ｂが体の痛みを

訴えたので、漁協の担当者に連絡して１１９番通報を依頼し、船長Ｂ

を僚船に移乗させ、同僚船は郡家港に向けて先に帰航した。 

 漁協の担当者は、１１９番通報を行った。 

 Ａ船は、途中で右舷船首外板の損傷箇所から浸水して水船状態と 

なったＢ船のえい
．．

航を続け、郡家港に到着した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０７時００分頃

に淡路市山田港を出航し、室津港の西方沖及び北西方沖の２か所で釣

りを行った後、０９時４５分頃に室津港西方沖約２.１Ｍの釣り場

（水深約２３ｍ）に到着した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船首を東方に向けて主機操縦レバーを中立の位置

として漂泊し、周囲を確認したところ、他船を視認しなかった。船長

Ｂは、魚群探知機を作動させ、体を左舷正横に向けて操縦席に腰を掛

け、０９時５０分頃、左舷方から釣り竿
ざお

を出し、タイラバと呼ばれる

疑似餌を使用した鯛
たい

釣りを開始した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ｂは、これまでの経験で、自船が漂泊中は航行している他船が

避けてくれており、また、平日は土日に比べると航行する他船が少な

かったので、本事故当日（木曜日）も自船に接近する他船は少なく、

いたとしても自船を避けるであろうと思っていた。 

このため、船長Ｂは、釣り竿を出していた左舷方の見張りは行って

いたが、自身の背中側となる右舷方の見張りは行わずに釣りを続けて

いたところ、突然船体に衝撃を感じて、体を操縦席前方の舵輪に打っ

た。 

 船長Ｂは、Ｂ船に接舷したＡ船に移乗して帰航中、体に痛みを感じ

たので、Ａ船の僚船に移乗して郡家港に到着し、救急車で病院に搬送

され、胸部打撲及び肋
ろく

軟骨損傷と診断された。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航され、水船状態で郡家港に到着し、漁協が手

写真２ 船長Ｂの姿勢（再現）



- 5 - 

配したクレーン車によって陸揚げされた。 

 その他の事項 (1) 現場調査におけるＡ船の情報 

   船体中央よりやや後方に操舵室が配置され、操舵室の後方に操

舵室外の操縦席が設けられていた。 

   船長Ａ（身長約１５８cm）が操舵室外の操縦席に腰を掛けた際

の甲板上からの目線の高さ（約１８５cm）は、操舵室内の操縦席

に腰を掛けた際の甲板上からの目線の高さ（約１２５cm）よりも

約６０cm高かった。 

   船長Ａは、Ａ船航行中に船首が浮上した場合でも、操舵室外の

操縦席に腰を掛ければ、船首浮上による死角を解消できると述べ

た。 

   操舵室内の前面には３枚の窓があり、窓ガラスに傷や顕著な汚

れはなかった。操舵室の左舷船首方に設置された煙突によって、

操舵室内右舷側の操縦席からは左舷船首方の一部が死角となって

いた。 

   操舵室外の操縦席からの見通しは、船首方にマスト及び煙突が

あるものの、良好であった。 

   操舵室内には魚群探知機及びＧＰＳプロッターが設置されてい

た。レーダー及び自動操舵装置はなかった。 

   操舵室天井の船首側には汽笛が設置されており、現場調査時に

正常に作動することが確認された。 

   Ａ船の操舵装置に不具合又は故障箇所はなかった。 

（写真３～写真６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 操舵室外の操縦席 

写真４ 操舵室外の操縦席からの 

船首方の見通し 
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(2) 船長Ａの情報 

   船長Ａは、郡家港及び本事故発生場所間の海域で操船した経験

が約３０年あり、Ａ船を操縦した経験が約１５年あった。 

   船長Ａの視力は裸眼で約１.０であった。 

   船長Ａは、毎日平均７～８時間の睡眠をとっており、本事故当

時、疲労の蓄積や睡眠の不足を感じておらず、健康状態は良好で

あった。 

   船長Ａは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

(3) 現場調査におけるＢ船の情報 

   船体中央部に操舵区画が配置され、操舵区画の後方に操縦席が

設置されていた。操縦席からの右舷船首方及び右舷正横の見通し

は良好であり、死角はなかった。 

   操舵区画右舷側の外壁に電子ホーンが設置されていた。 

   操舵区画内にはＧＰＳプロッターが設置されており、レーダー

はなかった。 

   Ｂ船の操舵装置に不具合又は故障箇所はなかった。 

（写真７～写真９ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 操舵室内の 

操縦席 

写真６ 操舵室内右舷側の操縦席からの 

船首方の見通し 

（３枚の写真を貼り合わせたもの） 

写真７ Ｂ船（右舷側）
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(4) 船長Ｂの情報 

   船長Ｂは、本事故発生場所付近で操船した経験が約２５年あ

り、Ｂ船を操縦した経験が約６年あった。 

   船長Ｂは、難聴で補聴器を使用しており、令和６年１月の小型

船舶操縦免許の更新時、補聴器を使用して聴力検査に合格してい

たが、本事故時、漂泊中であったもののＢ船の機関音がうるさ 

かったので、補聴器を外して腰に着けていたウエストポーチに収

納していた。 

   船長Ｂの視力は、眼鏡を掛けた状態で約１.２であった。 

   船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

(1) Ａ船に関する解析 

   船長Ａは、Ａ船の操船中、船首浮上によって見張りを行う上で

死角が生じることを認識していたが、北進開始前に船首方に他の

船舶を視認していなかったことから、北進開始時点で前路に航行

の支障となる他船はいないと臆断していたものと考えられる。 

   これによって、船長Ａが、死角を解消するために、船首を左右

に振ったり、操舵室外の操縦席に移動したりするなど周囲の見張

りを適切に行わないまま、Ａ船はＢ船と衝突したものと考えられ

る。 

(2) Ｂ船に関する解析 

  ① 船長Ｂは、これまでの経験で、自船が漂泊中は他船が避けて

くれており、また、平日は土日に比べると航行する他船が少な

かったことから、平日であった本事故当日もふだんと同様に自

船に接近する他船はおらず、いたとしても自船を避けるであろ

うと臆断したものと考えられる。そのため、船長Ｂは、自身の

背後（右舷側）の状況に意識が向かなかったものと考えられ

る。 

写真８ Ｂ船操縦席からの 

右舷船首方の見通し 

写真９ Ｂ船操縦席からの 

右舷方の見通し 
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  ② 船長Ｂは、難聴であったが、補聴器を外していたことから、

接近するＡ船の機関音に気付かなかった可能性があると考えら

れる。 

  ③ ①及び②から、船長Ｂが、Ｂ船の漂泊中、周囲の見張りを適

切に行わないまま、Ｂ船はＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、室津港西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、周囲の適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船に気付

かず、また、船長Ｂが、周囲の適切な見張りを行っていなかったた

め、Ａ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出航時に前路に他船を認めなかった場合でも、自船の移

動、他船の動静及び時間の経過によって、他船との衝突の危険が

生じる可能性があることに留意し、適切な見張りを継続して行う

こと。 

・船長は、操船中に船首浮上による死角を生じる場合、船首を左右

に振ったり、減速したり、操船場所を移動して周囲の状況を確認

したりして死角の解消を図ること。 

・小型船舶の船長は、漂泊中であっても、自身の経験のみで自船に

接近する他船はいないと臆断せず、接近する他船を早期に発見で

きるよう、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・海技免許及び小型船舶操縦免許の取得・更新時の身体検査時に視

力や聴力の矯正機器（眼鏡・補聴器）が必要な操船者は、ふだん

の操船中も同機器を適切に使用すること。 

 


